
第９５期定時株主総会招集ご通知に際しての

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

（事業報告）

■ 当行の新株予約権等に関する事項

■ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

■ 業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況の概要

■ 特定完全子会社に関する事項

■ 親会社等との間の取引に関する事項

■ 会計参与に関する事項

（計算書類）

■ 株主資本等変動計算書

■ 個別注記表

（連結計算書類）

■ 連結株主資本等変動計算書

■ 連結注記表

２０１８年４月 １日から

２０１９年３月３１日まで

上記の事項につきましては、法令および当行定款第１７条の規定に基づき、インターネット上

の当行ホームページ（http://www.chikugin.co.jp/）に掲載することにより、株主の皆さまに

提供しております。
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当行の新株予約権等に関する事項
(1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要
新株予約権等を

有する者の人数

(1) 新株予約権の割当日

2011 年７月 28日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 4,550 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2011 年７月 29日から 2041 年７月 28 日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

２名

(1) 新株予約権の割当日

2012 年７月 24日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 7,700 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2012 年７月 25日から 2042 年７月 24 日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

３名

取締役(監査等委

員であるもの及

び社外役員を除

く。)

(1) 新株８予約権の割当日

2013 年７月 30日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 9,010 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2013 年７月 31日から 2043 年７月 30 日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

３名
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新株予約権等の内容の概要
新株予約権等を

有する者の人数

(1) 新株予約権の割当日

2014 年７月 29日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 10,250 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2014 年７月 30日から 2044 年７月 29 日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

４名

(1) 新株予約権の割当日

2015 年７月 28日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 11,230 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2015 年７月 29日から 2045 年７月 28 日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

５名

取締役(監査等委

員であるもの及

び社外役員を除

く。)

(1) 新株予約権の割当日

2016 年７月 26日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 11,930 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2016 年７月 27日から 2046 年７月 26 日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

５名
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新株予約権等の内容の概要
新株予約権等を

有する者の人数

(1) 新株予約権の割当日

2017 年８月１日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 14,610 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2017 年８月２日から 2047 年８月１日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

６名

取締役(監査等委

員であるもの及

び社外役員を除

く。)

(1) 新株予約権の割当日

2018 年７月 31日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 15,130 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2018 年８月１日から 2048 年７月 31 日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

６名

社外取締役（監査

等委員であるも

のを除く。）

― ―

監査等委員であ

る取締役
― ―

(2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要
新株予約権等を

有する者の人数

執行役員

(1) 新株予約権の割当日

2018 年７月 31日

(2) 目的となる株式の種類及び数

普通株式 5,990 株

(3) 権利行使価格(１株当たり)

１円

(4) 新株予約権の行使期間

2018 年８月１日から 2048 年７月 31 日まで

(5) 権利行使についての条件

新株予約権者は、当行の取締役または執行役員の

いずれの地位も喪失した日の翌日以降 10 日間に

限り、新株予約権を一括して行使できる。

７名
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財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

該当ありません。

業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況の概要

当行は、会社法の規定に基づき「内部統制システムの整備に関する基本方針」を策定しておりま

す。

この基本方針に基づき内部統制システムを整備することとしており、また、内部統制システムの

不断の見直しによって効率的で適法な企業体制を構築するものです。

＜内部統制システムの整備に関する基本方針＞

(1) 当行取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

①業務の健全性及び適切性を確保するため、法令等遵守（コンプライアンス）体制の整備を経

営の最重要課題の一つと位置づける。

②「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、コンプライアンスの実践計画であ

る「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定し、確固たる内部管理体制の確立に取

組む。

③「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、法令等遵守に係る重要な事項を協議すると

ともに法令等遵守の実施状況等を検証する。

④法令等遵守に係る規程等の整備、行内教育・研修の充実及び法令等遵守活動状況等の管理を

行うことにより、法令等遵守体制の強化を図る。

⑤「法令等違反の通報制度」を活用して、グループ会社を含めた全役職員に対してコンプライ

アンス上問題のある事項を直接報告させることにより、違反行為の早期発見と早期是正に努

める。

⑥財務情報その他当行に関する情報を適正かつ適時に開示するための体制を整備する。

⑦市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うための体

制を整備する。

(2) 当行取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報・文書等の取扱いは、書類保存規程及び文書管理

規程等に基づいて適切に保存・管理し、随時その運用状況を検証する。

(3) 当行損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①「リスク管理統括規程」に基づき、各種リスクの管理部署及び各種リスク管理規程を定める

とともに、経営管理部をリスク管理の統括部署として各種リスクを統合的に管理する体制を

整備する。

②「リスク管理委員会」、「ＡＬＭに関する常務会」等を定期的に開催し、各種リスクの把握・

管理及び回避策等について検討する。

③内部監査部門である監査部は、当行の業務すべてにおける内部管理体制（リスク管理体制を

含む。）の適切性・有効性について監査を行い、取締役会等に監査結果の報告をする。

④「危機管理計画」を定め、不測の事態における業務の継続性を確保する体制を整備する。

(4) 当行取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①効率的な経営を確保するための体制として、取締役及び執行役員は取締役会規程、組織機構

規程等に基づき、また、常務会、部長会等を活用して適切に職務を執行し、必要に応じて職

務執行状況の検証及び各規程等の整備を行う。

②日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限委譲を行い、権限

委譲された各レベルの責任者が規程に則り業務を遂行する。
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(5) 当行ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

①「グループ会社運営管理規程」を制定し、子会社の業務運営を適正に管理する。

②内部監査部門である監査部は、子会社の業務すべてにおける内部管理体制（リスク管理体制

を含む。）の適切性・有効性について監査を行い、取締役会等に監査結果の報告をする。

(ｲ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制

ⅰ子会社が、営業や財務に関する状況、その他重要な情報について、当行の事前承認を得、

または当行へ報告する体制を整備する。

ⅱ定期的に当行、及び子会社の取締役が出席する会合を開催し、子会社において発生する

重要な事象等を当行に報告するものとする。

(ﾛ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

行動規範、リスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、グループ全体のリスク管理を

図る。

(ﾊ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ子会社が、営業や財務に関する状況、その他重要な情報について、当行へ事前承認を得、

または当行へ報告する体制を整備する。

ⅱ子会社の業務内容に応じて、当行内の対応部署を定め、当該部署が子会社と一定の重要

事項について協議、報告、情報交換等を行い、業務の重複を避け、グループ全体の効率

的な意思決定、業務遂行を図る。

(ﾆ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

ⅰ子会社が当行のコンプライアンス及びリスク管理に関する規程と同等の指針、及び規程

類を制定することにより、企業倫理の確立、並びにコンプライアンス体制、及びリスク

管理体制構築を図る。

ⅱ「法令等違反の通報制度」については、その受付窓口を子会社にも開放し、これを子会

社に周知し、コンプライアンス上問題のある事項を直接報告させることにより、違反行

為の早期発見と早期是正に努める。

(6) 当行監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く必要があると監査等委員が認めた場合には、担

当者を置くこととする。

(7) 前号の使用人の当行取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員からの独立性に関

する事項ならびに当行監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会職務を補助すべき使用人は、監査等委員会職務の補助業務の専従者とすることと

し、人事考課及び異動等については、監査等委員会と人事部の協議事項とする。

(8) 次に掲げる体制その他の当行監査等委員会への報告に関する体制

(ｲ)当行取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が当行監査等委員会に

報告するための体制

ⅰ監査等委員が取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要

な会議に出席することを認め、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執

行役員決裁の稟議書、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員への回覧

文書、事故・係争・苦情関係報告書等を全て監査等委員に回覧する。

ⅱ「法令等違反の通報制度」については、その受付窓口に監査等委員会を配し、当行監査

等委員会に直接報告する制度を構築する。

(ﾛ)子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者及び使用人

又はこれらの者から報告を受けた者が当行監査等委員会に報告するための体制

ⅰ当行の内部監査部門である監査部は、子会社の業務すべてにおける内部管理体制(リスク

管理体制を含む。)の適切性・有効性について監査を行い、当行監査等委員会に状況の報

告を行う。

ⅱ子会社の監査役が、当行監査等委員会に子会社のコンプライアンスの状況等を定期的に

報告する制度を構築する。

ⅲ「法令等違反の通報制度」については子会社も対象とし、コンプライアンス上問題のあ



- 6 -

る事項を当行監査等委員会に直接報告する制度を構築する。

(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制

当行及び当行グループ会社の役職員を対象とした「法令等違反の通報制度」規程において、通

報や相談をしたことを理由として、不利な取扱いを行わないことを明記する。

(10) 当行監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ず

る費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る

方針に関する事項

当行は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について

生じる費用、又は債務について、職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)

に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。

(11) その他当行監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役会は、監査等委員会の監査が実効的に行われるための環境整備について、監査等委員会

からの要請により、その改善に努める。

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりでありま

す。

(1) 当行取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

取締役会は年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を定め、これに基づく「コンプライア

ンス委員会」を年４回開催し、法令等遵守に係る実施状況を検証するほか、法令等遵守に係る行

内教育・研修を定期的に開催しております。

(2) 当行取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当行の取締役会議事録及び計算書類等は、法令の定めに則り保存期間を設定し、適切に保存し

ております。

(3) 当行損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に係る各種の規程を整備しており、「リスク管理委員会」は年４回、「ＡＬＭに関す

る常務会」は年 27回開催し、信用リスク・市場リスク等のリスク量の把握・管理を行っておりま

す。また、「危機管理計画」を定め非常時の業務継続を確保するための体制を整備しております。

なお、内部監査部門は、すべての業務における適切性・有効性について監査を行い、取締役会

に監査結果を報告しております。

(4) 当行取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、監査等委員でない取締役７名(うち、社外取締役１名)、監査等委員である取締役

５名(うち、社外取締役３名)の計 12 名の体制としております。また、取締役が担う意思決定機能

及び業務執行監督機能と、執行役員が担う業務執行機能について、それぞれの役割と責任を明確化す

ることにより、業務執行に係る機能の強化及び機動性の向上等を図る目的で、2017 年６月 28 日に雇

用型の執行役員制度を廃止し、委任型の執行役員制度を導入しております。執行役員は 13 名(うち、

取締役兼務６名)を選任しております。当期は定例を含め 17回の取締役会を開催し、重要な事項を

決定しております。また、取締役会の委任を受けた、役付取締役及び常務執行役員以上の役職者

から構成される「常務会」を原則毎週開催し、効率的な意思決定を図っております。

(5) 当行ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当行及び子会社の代表者が出席する会合を毎月開催し、子会社における業務執行状況等の報告

を受けております。子会社における業務執行は、「グループ会社運営管理規程」を定め、重要な

案件は当行へ報告する体制を整備しております。また、当行の監査等委員が非常勤監査役として
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子会社の監査役に就任し、取締役会に出席するほか、当行内部監査部門が業務監査、内部統制監

査を実施しております。

(6) 当行監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

当行監査等委員会の監査機能強化を図るために、業務執行部門から独立した専任の使用人が監

査等委員会の業務を補助しております。

(7) 前号の使用人の当行取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員からの独立性に関

する事項ならびに当行監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当行監査等委員会の業務を補助する専任の使用人は、業務執行部門から独立しており、当行の

監査等委員会の指揮命令のみに従っております。

(8) 当行取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人、子会社の取締役、監査

役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を

受けた者が当行監査等委員会に報告するための体制

当行監査等委員は、取締役会等の各種重要会議に出席するとともに、子会社の非常勤監査役と

して、子会社の取締役会に出席しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)

及び執行役員決裁の書類、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員への回覧文書

等を全て閲覧しております。さらに、本部管理部門と、定期的に会合を行っており、行内情報等

の共有化を図っております。その他、当行監査等委員会は、子会社監査役との会合を毎月開催し、

子会社における業務執行状況等について報告を受けるほか、当行内部監査部門より、営業店及び

本部部署、子会社の監査の結果の報告を受けております。

(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制

当行及び子会社の役職員を対象とした「法令等違反の通報制度」の規程を制定しており、通報

や相談をしたことで不利な取扱いを行わないことを明確化し、当行及び子会社の役職員に周知し

ております。

(10) 当行監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ず

る費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る

方針に関する事項

当行の監査等委員会監査等基準規程において、監査等委員はその職務の執行について生ずる費

用について、当行から前払又は償還を受けることができるとしております。

(11) その他当行監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当行の監査等委員会は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準に基づき、定期的に代表

取締役等と意見交換会を開催するとともに、当行の会計監査人及び内部監査部門と定期的な連携

を図っております。

特定完全子会社に関する事項

該当ありません。

親会社等との間の取引に関する事項

該当ありません。

会計参与に関する事項

該当ありません。
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２０１８年４月 １日から
第９５期 〔

２０１９年３月３１日まで
〕株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株 主 資 本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金
資本金 資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金 別途

積立金

繰越利益

剰余金

利益

剰余金

合計

自己株式
株主資本

合計

当期首残高 8,000 5,759 5,759 2,724 7,400 6,117 16,241 △364 29,636

当期変動額

剰余金の配当 △304 △304 △304

当期純利益 739 739 739

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差

額金の取崩
346 346 346

株主資本以外

の項目の当期

変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 780 780 △0 779

当期末残高 8,000 5,759 5,759 2,724 7,400 6,897 17,022 △365 30,416

(単位：百万円)

評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算差額

等合計

新株予約権 純資産合計

当期首残高 6,314 2,244 8,559 161 38,357

当期変動額

剰余金の配当 △304

当期純利益 739

自己株式の取得 △0

土地再評価差

額金の取崩
346

株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

△2,966 △346 △3,312 41 △3,271

当期変動額合計 △2,966 △346 △3,312 41 △2,491

当期末残高 3,347 1,898 5,246 202 35,865



- 9 -

第９５期 個 別 注 記 表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会

社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日

の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極め

て困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建 物 ３年～50 年

その他 ２年～20 年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、行内における利用可能期間(５年)に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリ

ース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ

いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは

零としております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に

係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権につい

ては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま

す。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基

づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署

から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価

額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額か

ら直接減額しており、その金額は 3,220 百万円であります。

(2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、

退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっ

ております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(５年)による定額法

により損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(５年)

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益

処理

(3) 偶発損失引当金

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可

能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

7. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
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注記事項

(貸借対照表関係)

1. 関係会社の株式及び出資金総額 691 百万円

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は 200 百万円、延滞債権額は 11,916 百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒

償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965

年政令第 97 号)第 96 条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生

じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は該当ありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 453 百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 12,570 百

万円であります。

なお、上記 2.から 5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年２月 13日)に基づき金融取引として処理しており

ます。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有

しておりますが、その額面金額は、7,709 百万円であります。

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

預け金 0百万円

有価証券 40,979百万円

その他の資産 22百万円

担保資産に対応する債務

預金 562百万円

借用金 28,000百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 2,001 百万円及びその他の資産 3,006 百万

円を差し入れております。

なお、その他の資産には、保証金 62 百万円が含まれております。
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8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、66,611 百万円であります。このう

ち原契約期間が１年以内のもの(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)が 66,611 百万円ありま

す。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・ フローに影響を与えるものではありません。これらの契約

の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込み

を受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。ま

た、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半

年毎に)予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信

保全上の措置等を講じております。

9. 土地の再評価に関する法律(1998 年３月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。

再評価を行った年月日 1998 年３月 31 日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(1998 年３月 31

日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づ

いて、時点修正等合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 2,540 百万円

10. 有形固定資産の減価償却累計額 7,795 百万円

11. 有形固定資産の圧縮記帳額 1,958 百万円

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する

当行の保証債務の額は 50 百万円であります。

13. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

①有形固定資産

主として事務機器等であります。

②無形固定資産

ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 14百万円

１年超 97百万円

合計 112百万円

14. 関係会社に対する金銭債権総額 2,825 百万円

15. 関係会社に対する金銭債務総額 1,855 百万円

16. 銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第４項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわ

らず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益

準備金として計上しております。

なお、当事業年度においては、資本準備金と利益準備金との合計額が資本金の額を超えているため、

当該剰余金の配当に係る資本準備金及び利益準備金の計上はありません。
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(損益計算書関係)

1. 関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 9 百万円

役務取引等に係る収益総額 1 百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 7 百万円

その他の取引に係る収益総額 1 百万円

関係会社との取引による費用

資金調達取引に係る費用総額 11 百万円

役務取引等に係る費用総額 350 百万円

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 36 百万円

その他の取引に係る費用総額 ―百万円

2. 関連当事者との取引

(1)子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称 住 所 資本金(百万円) 事業の内容

子法人等 ちくぎんリース株式会社 久留米市東町 37 番地 3 20 リース業

議決権等の所有 関 係 内 容

(被所有)割合 役員の兼任等 事業上の関係
取 引 の 内 容 取引金額(百万円)

所有 貸出金 2,825

直接 49.2％ 預金 464

間接 4.5％

1 人 金銭貸借取引等

リース債務 245

(注) 当行が受取った貸出金利息の合計額は９百万円、当行が支払った預金利息の合計額は０百万

円、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る支払利息相当額の合計額は 11 百万円、土

地建物機械賃借料の合計額は 26 百万円であります。なお、貸出金の取引条件については、一

般の取引先と同様に決定しております。

属性 会社等の名称 住 所 資本金(百万円) 事業の内容

子法人等 筑邦信用保証株式会社 久留米市日吉町 16 番地の 30 保証業

議決権等の所有 関 係 内 容

(被所有)割合 役員の兼任等 事業上の関係
取 引 の 内 容 取引金額(百万円)

所有 被債務保証 33,319
直接 5％

間接 24.1％

3 人
各種ローンの

債務保証 債務保証履行に伴うローン

の回収又は代位弁済
24

(注) 保証料は、各種ローンの債務者から直接保証会社に支払うほか、一部のローンについては、

当行より支払っております。なお、当行が支払った保証料の合計額は 59 百万円であります。

また、債務保証の取引条件については、一般の取引先と同様に決定しております。

(2)役員及び個人主要株主等

種類 氏名

事業の

内容又

は職業

議決権

等の所

有(被所

有)割合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

資金貸付

(注)
12 貸出金 12

役員及

びその

近親者

立花 崇 医師
被所有

直接 0％

当行取

締役監

査等委

員立花

洋介の

長男

受入利息

(注)
0 前受収益 0

(注) 取引条件等は一般取引先と同様であります。
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(株主資本等変動計算書関係)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

当事業年度期首

株式数

当事業年度増

加株式数

当事業年度減

少株式数

当事業年度末

株式数
摘 要

自己株式

普通株式 155 0 ― 156 (注)

合 計 155 0 ― 156

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

(有価証券関係)

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれて

おります。

1. 売買目的有価証券 (2019 年３月 31 日現在)

当事業年度の損益に含まれた

評価差額(百万円)

売買目的有価証券 0

2. 満期保有目的の債券 (2019 年３月 31 日現在)

種類
貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

社債 50 48 △1時価が貸借対照表
計上額を超えない
もの 小計 50 48 △1

合計 50 48 △1

3. 子会社・子法人等株式 (2019 年３月 31 日現在)

貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

子会社・子法人等株式 ― ― ―

合計 ― ― ―

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式

貸借対照表計上額(百万円)

子会社・子法人等株式 503

合計 503

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

上表の「子会社・子法人等株式」には含めておりません。
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4. その他有価証券 (2019 年３月 31 日現在)

種類
貸借対照表

計上額(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

株式 8,504 3,544 4,960

債券 155,154 154,084 1,070

国債 14,785 14,600 185

地方債 78,469 77,998 470

社債 61,899 61,485 414

外国証券 2,007 2,001 6

その他 10,536 9,901 634

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

小計 176,202 169,530 6,672

株式 7,341 8,592 △1,251

債券 3,626 3,630 △3

地方債 399 400 △0

社債 3,226 3,230 △3

外国証券 4,589 4,612 △22

その他 7,692 8,299 △607

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

小計 23,250 25,134 △1,884

合計 199,453 194,665 4,787

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

貸借対照表

計上額(百万円)

株式 800

合計 800

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上

表の「その他有価証券」には含めておりません。

5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券 (自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日)

該当ありません。

6. 当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日)

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

株式 16,822 1,284 777

債券 38,650 341 11

国債 16,971 212 -

地方債 13,568 98 4

社債 8,109 30 6

その他 13,207 609 1

合計 68,680 2,236 790

7. 減損処理を行った有価証券

有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ

ては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理

(以下、「減損処理」という。)しております。

当事業年度における減損処理額は該当ありません。

なお、当該有価証券の減損処理については、事業年度末日の時価が取得原価に比べて 50％以上下落

した銘柄は一律減損処理するとともに、30％以上 50％未満下落した銘柄は種類ごとに回復可能性を判

断する基準を設け、この基準により減損処理の要否の検討を実施しております。
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(税効果会計関係)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産

貸倒引当金 959百万円

減価償却費 432百万円

有価証券償却 295百万円

退職給付引当金 220百万円

その他 255百万円

繰延税金資産小計 2,163百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △989百万円

評価性引当額小計 △989百万円

繰延税金資産合計 1,174百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,439百万円

繰延税金負債合計 △1,439百万円

繰延税金負債の純額 △265百万円

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 2018 年２月 16 日。以下、「税効果

会計基準一部改正」という。)を当事業年度から適用し、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定め

る「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注９)に記載さ

れた内容を追加しております。

(１株当たり情報)

1. １株当たりの純資産額 5,853 円 21 銭

2. １株当たりの当期純利益金額 121 円 31 銭

3. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 119 円 54 銭
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２０１８年４月 １日から
第９５期 〔

２０１９年３月３１日まで
〕連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,000 5,779 17,637 △364 31,053

当期変動額

剰余金の配当 △304 △304

親会社株主に帰属

する当期純利益
835 835

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額
金の取崩

346 346

株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)

当期変動額合計 ― ― 876 △0 875

当期末残高 8,000 5,779 18,514 △365 31,929

(単位：百万円)

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

その他
有価証券

評価差額金

土地再評価
差額金

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益

累計額合計

新株予約権
非支配株主

持分 純資産合計

当期首残高 6,329 2,244 18 8,592 161 2,174 41,981

当期変動額

剰余金の配当 △304

親会社株主に帰属

する当期純利益
835

自己株式の取得 △0

土地再評価差額
金の取崩

346

株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)

△2,970 △346 △96 △3,413 41 100 △3,271

当期変動額合計 △2,970 △346 △96 △3,413 41 100 △2,395

当期末残高 3,359 1,898 △78 5,179 202 2,275 39,586
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第９５期 連 結 注 記 表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類の作成方針

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づい

ております。

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結される子会社及び子法人等 ５社

会社名

筑銀ビジネスサービス株式会社

株式会社ちくぎん地域経済研究所

ちくぎんリース株式会社

筑邦信用保証株式会社

株式会社ちくぎんテクノシステムズ

(2) 非連結の子会社及び子法人等

会社名

ちくぎん地域活性化投資事業有限責任組合

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余

金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除

いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しい

ため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。

(2) 持分法適用の関連法人等

該当ありません。

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等

会社名

ちくぎん地域活性化投資事業有限責任組合

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持

分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除い

ても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

(4) 持分法非適用の関連法人等

該当ありません。

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

３月末日 ５社

４．開示対象特別目的会社に関する事項

該当ありません。

５．のれんの償却に関する事項

該当ありません。
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会計方針に関する事項

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他

有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法によ

り算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原

価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

当行の有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建 物 ３年～50 年

その他 ２年～20 年

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、定

率法により償却しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間(５年)に基づいて

償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリ

ース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ

いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは

零としております。

5. 貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後

経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権につ

いては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう

ち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき

計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及

び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減

額しており、その金額は 3,220 百万円であります。

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案し

て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額をそれぞれ計上しております。
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6. 役員退職慰労引当金の計上基準

連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるた

め、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められ

る額を計上しております。

7. 偶発損失引当金の計上基準

当行の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する

可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

8. 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方

法は次のとおりであります。

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(５年)による定額法に

より損益処理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(５

年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度か

ら損益処理

9. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

10. 消費税等の会計処理

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)

の会計処理は、税抜方式によっております。

ただし、当行の有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しておりま

す。

注記事項

(連結貸借対照表関係)

1. 関係会社の出資金総額 187 百万円

2. 貸出金及びその他資産のうち、破綻先債権額は 225 百万円、延滞債権額は 11,930 百万円でありま

す。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒

償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965

年政令第97号) 第 96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生

じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は該当ありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 453 百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 12,608 百

万円であります。

なお、上記 2.から 5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第 24号 2002年２月 13日)に基づき金融取引として処理しており

ます。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有

しておりますが、その額面金額は、7,709 百万円であります。

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

預け金 0百万円

有価証券 40,979 百万円

その他資産 22百万円

担保資産に対応する債務

預金 562 百万円

借用金 28,000 百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 2,001 百万円及びその他資産 3,006 百万円

を差し入れております。

なお、その他資産には、保証金 90 百万円が含まれております。

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、64,911 百万円であります。このう

ち原契約期間が１年以内のもの(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)が 64,911 百万円ありま

す。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与える

ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由

があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契

約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応

じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内(社

内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて

おります。

9. 土地の再評価に関する法律(1998 年３月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、当行の事業用の土地の再

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

おります。

再評価を行った年月日 1998 年３月 31 日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(1998 年３月 31

日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づ

いて、時点修正等合理的な調整を行って算出。

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当

該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 2,540 百万円

10. 有形固定資産の減価償却累計額 7,911 百万円

11. 有形固定資産の圧縮記帳額 1,958 百万円

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する

保証債務の額は 50 百万円であります。

13. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 14百万円

１年超 97百万円

合計 112百万円
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(連結損益計算書関係)

1. 「その他の経常収益」には、償却債権取立益２百万円、株式等売却益 1,321 百万円を含んでおります。

2. 「その他の経常費用」には、貸出金償却 10 百万円、株式等売却損 778 百万円を含んでおります。

(連結株主資本等変動計算書関係)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

当連結会計年度

期首株式数

当連結会計年度

増加株式数

当連結会計年度

減少株式数

当連結会計年度

末株式数
摘 要

発行済株式

普通株式 6,249 ― ― 6,249

合 計 6,249 ― ― 6,249

自己株式

普通株式 155 0 ― 156 (注)

合 計 155 0 ― 156

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の目的となる株式の数(株)

区分
新株予約権

の内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会

計年度末

当連結会計
年度末残高
(百万円)

摘要

当行

ストック・
オプション
としての新
株予約権

――― 202

合 計 ――― 202

3. 配当に関する事項

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2018 年６月 27 日

定時株主総会
普通株式 152 百万円 25 円 2018 年３月 31 日 2018 年６月 28 日

2018 年 11 月８日

取締役会
普通株式 152 百万円 25 円 2018 年９月 30 日 2018 年 12 月 10 日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後と

なるもの

2019 年６月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり

提案しております。

①配当金の総額 152 百万円

②１株当たり配当額 25 円

③基準日 2019 年３月 31 日

④効力発生日 2019 年６月 27 日

なお、配当原資は、利益剰余金とする予定としております。
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(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当行グループは、預金、貸出及び有価証券投資等の資金の運用調達を中心に、リース事業等の

金融サービスに係る事業を行っております。このように、主として金利変動を伴う金融資産及び

金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び

負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当行グループが保有する金融資産は、主として企業及び個人に対する貸出金等であり、経営環

境等の状況の変化によって、取引先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されてお

ります。特に、地域経済等の状況の変化が、地元企業の業績及び雇用情勢に影響を与え、契約条

件に従った債務履行がなされない可能性があります。また、有価証券は、主に国債等の債券、株

式及び投資信託等であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。こ

れらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されて

おります。

預金及び借用金による資金調達は、経済情勢及び市場環境の変化等により、資金繰りに影響を

来したり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされる流動性リスクに晒されておりま

す。

貸出金等の資金運用と預金等の資金調達は、マチュリティギャップ等により金利の変動リスク

に晒されております。ＡＬＭに関する常務会では金利変動リスクを減殺することを目的として、

貸出金及び預金等の金利変動リスクのヘッジ手段として、金利スワップ等のデリバティブ取引を

利用することを協議しております。また、外貨建資産・負債につきましては、為替の変動リスク

に晒されているため、通貨オプション等のデリバティブ取引を行うことにより当該リスクの回避

に努めております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当行は、リスク管理統括規程及び信用リスク管理規程等に従い、貸出金等について与信審査、

与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など、与信管理に

関する体制を整備し運用しております。これらの与信管理は、各営業店及び審査部門により行わ

れ、また、定期的に常務会や取締役会を開催し、協議・報告を行っております。さらに、与信管

理の状況については、監査部が内部監査を実施しております。なお、連結される子会社及び子法

人等についても、当行の規程に準じて同様の管理を行っております。

有価証券の発行体の信用リスク等に関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管

理しております。

② 市場リスクの管理

当行は、ＡＬＭによって金利及び価格変動等の市場リスクを管理しております。リスク管理統

括規程及び市場リスク管理規程等において、リスク管理方法及び手続等を定めており、ＡＬＭの

方針施策等を取締役会に報告又は付議しております。取締役会において決定されたＡＬＭに関す

る方針等は、ＡＬＭに関する常務会において、実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行

っております。なお、ＡＬＭに関する常務会では、金利変動のリスクを減殺することを目的に、

金利スワップ等をヘッジ手段としたデリバティブ取引の方針等を協議しております。また、デリ

バティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティリスクを軽減するために、信用度の高い

銀行に限定して取引を行っております。なお、連結される子会社及び子法人等についても、当行

の規程に準じて同様の管理を行っております。

【市場リスクに係る定量情報】

ⅰ リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品に関する事項

ｲ トレーディング目的の金融商品（特定取引勘定）

該当事項はありません。



- 24 -

ﾛ トレーディング目的以外の金融商品（銀行勘定）

当行グループにおいて、市場リスクの影響を受ける主な金融商品は、「有価証券」、「貸

出金」、「預金（外貨建を除く）」等であります。

これらの市場リスクを把握・管理するため、市場リスクの計測モデルとしてバリュー・ア

ット・リスク（以下、「ＶａＲ」という。）をリスク指標として利用しております。

ＶａＲ（観測期間は５年間、保有期間は 120 営業日、信頼区間は 99％、分散共分散法）の

算定に当たっては、各種リスクファクターに対する感応度及び各種リスクファクターの相関

を考慮した変動性を用いております。

2019 年３月末において、当該リスク量の大きさは預金・貸出金のＶａＲと有価証券のＶａ

Ｒ等の単純合算で 58 億 62 百万円になります。

また、ＶａＲの信頼性を補完するためバックテストを行っております。ただし、当該リス

ク量は過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を算

出しておりますので、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスク

量は捕捉できない可能性があります。

ⅱ リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品に関する事項

当行グループにおいて、「外貨建資産・負債」及び「デリバティブ」取引等につきまして

は、市場リスクが僅少であるため定量的分析を利用しておりません。また、市場リスクに重

要性がないため、リスク量の記載を省略しております。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当行グループは、ＡＬＭ等を通して預金等の資金調達状況の管理を行い、流動性リスクを管理

しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

2019 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式は、次表には含めておりま

せん((注２)参照)。また、デリバティブ取引を除くその他資産・負債に含まれている金融商品には

重要性がないため、記載を省略しております。

(単位：百万円)

連結貸借対照表

計上額
時 価 差 額

(1) 現金預け金 70,470 70,470 ―

(2) 買入金銭債権 452 452 ―

(3) 商品有価証券

売買目的有価証券 46 46 ―

(4) 有価証券

満期保有目的の債券 50 48 △1

その他有価証券 199,515 199,515 ―

(5) 貸出金 489,401

貸倒引当金(＊１) △1,761

487,639 490,829 3,190

(6) 外国為替 777 777 ―

(7) リース債権及びリース投資資産 8,782

貸倒引当金(＊１) △49

8,733 8,773 40

資産計 767,685 770,914 3,229

(1) 預金 691,545 691,580 34

(2) 譲渡性預金 14,608 14,608 ―

(3) 借用金 35,579 35,577 △1

(4) 外国為替 0 0 ―

負債計 741,733 741,766 32

デリバティブ取引(＊２)

ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 ―

ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ―

デリバティブ取引計 0 0 ―

(＊１) 貸出金並びにリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引

当金を控除しております。

(＊２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については、( )で表示しております。

(注１) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価

としております。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を

行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。なお、預入期間が

短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。

(2) 買入金銭債権

買入金銭債権については、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。

(3) 商品有価証券

商品有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっておりま

す。
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(4) 有価証券

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっており

ます。投資信託は、公表されている基準価格によっております。

自行保証付私募債は、(5)の貸出金に準じた方法により時価を算定しております。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載してお

ります。

(5) 貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態

が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を

時価としております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に

想定される利率、または、期待損失率等を織り込んだ理論値金利を基礎とした利率で割り引いて

時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回

収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照

表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価とし

ております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていな

いものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと

想定されるため、帳簿価額を時価としております。

(6) 外国為替

外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金(外国他店預け)、外国為替関連の輸出手形・旅行小

切手等(買入外国為替)、輸入手形による手形貸付(取立外国為替)等であります。これらは、満期

のない預け金、又は約定期間が短期間(１年以内)であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。

(7) リース債権及びリース投資資産

リース債権及びリース投資資産は、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定され

る利率で割り引いて時価を算定しております。なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対す

る債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているた

め、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除し

た金額に近似しており、当該価額を時価としております。

負 債

(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしてお

ります。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割

り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利

率を用いております。なお、預入期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。

(3) 借用金

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子法

人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考え

られるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区

分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価

値を算定しております。なお、約定期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額を時価としております。

(4) 外国為替

外国為替については、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引は、通貨関連取引(通貨先物、通貨オプション等)であり、取引所の価格、割引

現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。
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(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとお

りであり、金融商品の時価情報の「資産(4)その他有価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式(＊) 813

合 計 813

(＊) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから時価開示の対象とはしておりません。

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

１年以内
１年超

３年以内

３年超

５年以内

５年超

７年以内

７年超

10 年以内
10 年超

預け金 60,682 ― ― ― ― ―

買入金銭債権 452 ― ― ― ― ―

有価証券

満期保有目的の債券 ― ― 50 ― ― ―

その他有価証券のう

ち満期があるもの
16,473 29,875 72,878 15,720 10,068 22,268

貸出金(＊) 165,652 82,685 57,295 38,185 39,244 94,220

リース債権及びリー

ス投資資産(＊)
2,723 3,910 1,693 269 59 ―

合 計 245,983 116,472 131,916 54,175 49,371 116,488

(＊) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めな

い 12,117 百万円、並びに、リース債権及びリース投資資産のうち、破綻先、実質破綻先及び

破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない 127 百万円は含めておりません。

(注４) 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

(単位：百万円)

１年以内
１年超

３年以内

３年超

５年以内

５年超

７年以内

７年超

10 年以内
10 年超

預金(＊) 654,403 30,843 6,298 ― ― ―

譲渡性預金 14,608 ― ― ― ― ―

借用金 2,848 16,571 16,160 ― ― ―

合 計 671,860 47,414 22,458 ― ― ―

(＊) 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。
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(有価証券関係)

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。

1. 売買目的有価証券 (2019 年３月 31 日現在)

当連結会計年度の損益に含ま

れた評価差額(百万円)

売買目的有価証券 0

2. 満期保有目的の債券 (2019 年３月 31 日現在)

種類
連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

社債 50 48 △1時価が連結貸借対照
表計上額を超えない
もの 小計 50 48 △1

合計 50 48 △1

3. その他有価証券 (2019 年３月 31 日現在)

種類
連結貸借対照表

計上額(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

株式 8,566 3,574 4,992

債券 155,154 154,084 1,070

国債 14,785 14,600 185

地方債 78,469 77,998 470

社債 61,899 61,485 414

外国証券 2,007 2,001 6

その他 10,536 9,901 634

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

小計 176,264 169,560 6,704

株式 7,341 8,592 △1,251

債券 3,626 3,630 △3

地方債 399 400 △0

社債 3,226 3,230 △3

外国証券 4,589 4,612 △22

その他 7,692 8,299 △607

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

小計 23,250 25,134 △1,884

合計 199,515 194,695 4,819

4. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 (自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日)

該当ありません。

5. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日)

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

株式 16,822 1,284 777

債券 38,650 341 11

国債 16,971 212 ―

地方債 13,568 98 4

社債 8,109 30 6

その他 13,207 609 1

合計 68,680 2,236 790
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6. 減損処理を行った有価証券

有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ

ては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失と

して処理(以下、「減損処理」という。)しております。

当連結会計年度における減損処理額は該当ありません。

なお、当該有価証券の減損処理については、連結会計年度末日の時価が取得原価に比べて 50％以上

下落した銘柄は一律減損処理するとともに、30％以上 50％未満下落した銘柄は種類ごとに回復可能性

を判断する基準を設け、この基準により減損処理の要否の検討を実施しております。

(１株当たり情報)

1. １株当たりの純資産額 6,090 円 45 銭

2. １株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 137 円 11 銭

3. 潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 135 円 11 銭
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(ストック・オプション等関係)

1. ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名

営業経費 41百万円

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

2011 年ストック・オプション 2012 年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行取締役８名 当行取締役８名

株式の種類別のストック・

オプションの数(注)
普通株式 14,900 株 普通株式 19,420 株

付与日 2011 年７月 28 日 2012 年７月 24 日

権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間
2011 年７月 29 日から

2041 年７月 28 日まで

2012 年７月 25 日から

2042 年７月 24 日まで

2013 年ストック・オプション 2014 年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行取締役８名 当行取締役８名

株式の種類別のストック・

オプションの数(注)
普通株式 23,210 株 普通株式 18,250 株

付与日 2013 年７月 30 日 2014 年７月 29 日

権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間
2013 年７月 31 日から

2043 年７月 30 日まで

2014 年７月 30 日から

2044 年７月 29 日まで

2015 年ストック・オプション 2016 年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行取締役８名 当行取締役６名

株式の種類別のストック・

オプションの数(注)
普通株式 16,510 株 普通株式 14,520 株

付与日 2015 年７月 28 日 2016 年７月 26 日

権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間
2015 年７月 29 日から

2045 年７月 28 日まで

2016 年７月 27 日から

2046 年７月 26 日まで

2017 年ストック・オプション 2018 年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当行取締役６名

当行執行役員７名

当行取締役６名

当行執行役員７名

株式の種類別のストック・

オプションの数(注)
普通株式 21,440 株 普通株式 21,120 株

付与日 2017 年８月１日 2018 年７月 31 日

権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間
2017 年８月２日から

2047 年８月１日まで

2018 年８月１日から

2048 年７月 31 日まで

(注) 2017年10月１日付で行った10株を１株とする株式併合後の株式数に換算して記載しており

ます。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2019 年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストッ

ク・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

2011 年

ストック・

オプション

2012 年

ストック・

オプション

2013 年

ストック・

オプション

2014 年

ストック・

オプション

2015 年

ストック・

オプション

権利確定前(株)

前連結会計

年度末
4,550 7,700 9,010 10,250 11,230

付与 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ―

未確定残 4,550 7,700 9,010 10,250 11,230

権利確定後(株)

前連結会計

年度末
― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

未行使残 ― ― ― ― ―

2016 年

ストック・

オプション

2017 年

ストック・

オプション

2018 年

ストック・

オプション

権利確定前(株)

前連結会計

年度末
11,930 21,440 ―

付与 ― ― 21,120

失効 ― ― ―

権利確定 ― ― ―

未確定残 11,930 21,440 21,120

権利確定後(株)

前連結会計

年度末
― ― ―

権利確定 ― ― ―

権利行使 ― ― ―

失効 ― ― ―

未行使残 ― ― ―

(注) 2017 年 10 月１日付で行った 10 株を１株とする株式併合後の株式数に換算して記載してお

ります。
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② 単価情報

2011 年

ストック・

オプション

2012 年

ストック・

オプション

2013 年

ストック・

オプション

2014 年

ストック・

オプション

2015 年

ストック・

オプション

権利行使価格
１株当たり

１円

１株当たり

１円

１株当たり

１円

１株当たり

１円

１株当たり

１円

行使時平均株価 ― ― ― ― ―

付与日における

公正な評価単価

１株当たり

2,390 円

１株当たり

2,080 円

１株当たり

1,810 円

１株当たり

2,500 円

１株当たり

2,280 円

2016 年

ストック・

オプション

2017 年

ストック・

オプション

2018 年

ストック・

オプション

権利行使価格
１株当たり

１円

１株当たり

１円

１株当たり

１円

行使時平均株価 ― ― ―

付与日における

公正な評価単価

１株当たり

2,050 円

１株当たり

1,990 円

１株当たり

1,961 円

(注) 「行使時平均株価」及び「付与日における公正な評価単価」は、2017 年 10 月１日付で行っ

た 10 株を１株とする株式併合後の株式数に換算して記載しております。

3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された 2018 年ストック・オプションについての公正な評価単価の見

積方法は以下のとおりであります。

(1) 使用した評価技法 配当修正型ブラック・ショールズ式

(2) 主な基礎数値及び見積方法

2018 年ストック・オプション

株価変動性(注１) 14.3％

予想残存期間(注２) 3.5 年

予想配当(注３) １株当たり 50 円

無リスク利子率(注４) △0.11％

(注) １．2015 年１月 26 日の週から 2018 年 7 月 23 日の週までの株価の実績に基づき、週次で算

出しております。

２．付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間により見積りしており

ます。

３．2018 年３月期の配当実績。

４．予想残存期間に対応する分離元本国債のスポットレート(日本証券業協会発表)を線形補間。

4. ストック･オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方

法を採用しております。


